
令和８年６月 19 日 
オープンカウンター参加者 殿 

独立行政法人海技教育機構 
国立唐津海上技術短期大学校長  柴田 貴光 

 
見積依頼書 

 
下記事項について見積書を提出願います。 

 
 

記 
 
 
１．件 名 太平洋沿海汽船アリーナ・唐津床フローリング貼替等業務 
２．履行又は納入期間  契約日から令和８年８月 31 日まで 
３．履行又は納入場所 
    国立唐津海上技術短期大学校 
４．見積書提出場所  

国立唐津海上技術短期大学校 庶務課 
〒847-0871 
佐賀県唐津市東大島 13-5  
メールアドレス shomu-karatsu★jmets.ac.jp  
※スパム対策のため、上記「★」記号をを「@」に置き換えてください。 

５．見積書提出期限 
令和８年６月 26 日 17 時 00 分 

６．見積合わせ日時 
令和８年６月 29 日 14 時 00 分 

７．その他 
（１）郵便又は電子メール及び許可された民間事業者による信書の送達による見積書の提出も

認める。 
（２）課税事業者にあっては、見積書に記載する金額は消費税及び地方消費税を含めた金額を

記載すること。 
（３）本件は、発注者の都合により、予告なく中止にすることがある。 
（４）本件参加にあたっては、「独立行政法人海技教育機構 オープンカウンター方式実施につ

いて」及び仕様書等を熟読すること。 



（５）本件の仕様に関しての質問は、国立唐津海上技術短期大学校庶務課にて受け付ける。                                   
 
 

以上 
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仕様書 

 

１．件名 

太平洋沿海汽船アリーナ・唐津床フローリング貼替等業務 

 

２．履行場所 

国立唐津海上技術短期大学校 

 

３．履行期限 

契約日から令和 8年８月 31 日まで 

 

４．履行概要 

契約日から履行期限までの間に当校の太平洋沿海汽船アリーナ・唐津（旧体育館）の床フロ

ーリングの貼替や塗装、上り框下段の大理石の貼り戻し等の修繕を施すこと。 

 

５.一般事項 

①本件業務は契約書、仕様書、参考図等に基づいて履行すること。 

②履行内容は後述による。ただし、現場の現状や打ち合わせ等により決定した事項が最優先

されるものとする。 

③作業完了後の検査時等に異常や通常の使用に支障を来す恐れがあった場合には、受注者

は当校の指示に従うものとする。 

④作業にあたっては、常に安全に留意し、現場管理を行い、災害防止を図ること。 

⑤作業上必要な施設物防護、臨時取り壊し物の復旧及び仮施設等は受注者の負担で行うも

のとする。 

 

６．作業内容 

本契約においては以下の作業を別添の資料を参照して実施すること。 

 

（１）既存床フローリング剥ぎ取り撤去 

   腐食や破損の生じた床フローリングを剥ぎ取る。 

（２）撤去後、床材を複合フローリング（カバ表層３mm）に置き換える。 

   尚、下地捨て張りには針葉樹合板を用いるものとする。 

（３）床フローリングの塗装剥がれや汚損が生じている箇所に対し、研磨及びウレタン塗装

を施す。 
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（４）体育館入り口の上り框下段の大理石について一時剥ぎ取りを実施し、下地を調整の上

貼り戻すこと。 

 

７．支払方法 

業務完了後に送付される業務完了届に署名押印の上、当該書類と併せて請求書を提出出来

るものとする。尚、支払いは当校庶務課が請求書を受理してから本件契約書の条項に従って

行うものとする。 

 

８．担当者 

国立唐津海上技術短期大学校 庶務課 川﨑 

 

９．その他 

本仕様書に記載の無い部分や実際の履行に際して疑義が生じた場合には、担当者及びその

他当校教職員との協議によって解決すること。 

 

 

 

 

以上 

 



内　　訳　　書

備   考 単位 数 量

太平洋沿海汽船アリーナ・唐津床フローリング貼替等業務

既存床フローリング剥ぎ取り撤去 大小８箇所 式 1

床材複合フローリング」　カバ表層3mm ｔ＝１５　９０＊９０　無塗装品 ㎡分 11.5

下地捨て張り用　針葉樹合板 ｔ＝１５　９１０＊１８２０ 枚 8

材料運賃運搬費 式 1

床下地合板及び床材張り手間 式 1

床各所取り合い部研磨ウレタン塗装 ３回塗り 式 1

部材（ウレタン塗料他接着剤等） 式 1

上り框下端大理石一時剥ぎ取り 式 1

下地調整貼り戻し 式 1

養生・片付け清掃諸経費 式 1

内　　　　　容





体育館床修繕範囲

概略図

１．上記図上の赤丸は修繕を要する腐食、破損、塗装剥がれ等が確認され

た範囲を簡易的に表したものである。

２．実際の修繕にあたり資料と現場とで相違があった場合には、原則現場

の状況を優先する。

３．その他疑義が生じた場合には、協議の上対応するものとする。


